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愛知中部水道企業団告示第７号 

 

平成３０年第２回愛知中部水道企業団議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成３０年７月９日 

愛知中部水道企業団   

企業長 小 浮 正 典 

 

     １ 期  日  平成３０年７月２６日 

 

     ２ 場  所  愛知中部水道企業団３階議場 
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○ 応 招 ・ 不 応 招 議 員 

 

応招議員（１５名） 

  １番  富  永  秀  一  議員    ２番  後  藤     学  議員 

  ３番  一  色  美 智 子  議員    ４番  永  野  雅  則  議員 

  ５番  青  山  耕  三  議員    ６番  島  村  き よ み  議員 

  ７番  水  谷  正  邦  議員    ８番  林     文  夫  議員 

  ９番  渡  邊  郁  夫  議員   １０番  さ と う  ゆ  み  議員 

 １１番  佐  野  尚  人  議員   １２番  林     み す ず  議員 

 １３番  加  藤  宏  明  議員   １４番  若  松  孝  行  議員 

 １５番  箕  浦  克  巳  議員 

 

不応招議員（なし） 
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平成３０年第２回愛知中部水道企業団議会定例会一般質問一覧表 

 

番号 氏   名 一 般 質 問 内 容 

１ さとう ゆみ 

水道料金引き上げの可能性について 

《質問要旨》 

（１）平成３０年３月に公益社団法人日本水道協会が愛知中

部水道企業団の経営診断を行った結果、水道料金引き

上げの必要性をアドバイスしているが、どのように受

け止めているか。 

（２）愛知中部水道企業団の内部留保金の過去５年間の推移

はどのようか。 

（３）法定耐用年数４０年を超える水道管の割合はどのよう

か。その距離はどれだけで、更新費はおよそいくら

か。 

（４）横浜市は今年から「横浜市水道料金等在り方審議会」

を設置し、水道料金引き上げを視野に入れた論議をし

ているが、今後愛知中部水道企業団で水道料金を引き

上げる可能性がある場合、どのように議論を進めてい

くか。 

２ 後藤 学 

１ アセットマネジメントの現状と今後の見通しについて 

《質問要旨》 

 アセットマネジメントにつきましては、水道施設・設備や

管路などの資産を中長期的視点に立って管理することで、更

新費用負担の平準化や効率化を図り、水道事業の安定化をめ

ざすものと理解しています。 

 企業団におきましては、すでに平成２７年度より厚生労働

省の簡易支援ツールを使用し、計画期間を４０年と設定して

施設等の更新需要と財政需要の試算を行っているとのことで

すが、以下の点についてお尋ねいたします。 

① 法定耐用年数とは別に、実使用年数に基づく更新基準で

更新した場合、４０年後の健全度はどのくらいになりま 
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番号 氏   名 一 般 質 問 内 容 

２ 後藤 学 

  すか。また、実使用年数は資産の種類によって異なるか

と思いますが、どのように設定していますか。 

② 実使用年数で更新した場合、更新事業費は４０年間でど

のくらいになりますか。また、その場合の財政収支はど

う見込んでいますか。 

③ 現在、簡易支援ツールより精度の高いアセットマネジメ

ントに向けてコンサルに調査委託していますが、どのよ

うな点が現状と異なりますか。 

  また、その結果はいつまとまり、どのような形で活用さ

れますか。 

２ 職員の給料表における格付けについて 

《質問要旨》 

 昨年７月の決算審査の質問の中で、職員の給料表における

格付けについて、一般的に課長補佐職に相当する５級以上の

割合が、構成市町平均では職員の３３％なのに対し、企業団

では６２％と異常に高いことを指摘し、「今後、比較検討の

手法について調査研究したい」との答弁をいただきました。 

 また、同年１２月議会の一般質問においては、「５級以上

の割合が市町より高いのは４０代後半から５０代前半の職員

が多いから」との答弁に対し、４０歳以上の職員が５級以上

に格付けされる割合で比較しても、市町７０％に対し企業団

ほぼ１００％で格差があることを指摘したところ、「労働組

合との協議の場を持ち、論議を深め、是正に努めたい」との

答弁をいただいております。 

 私の問題提起から１年が経過しておりますが、調査研究、

労働組合との協議を経てどのような是正策を考えておられる

か伺います。 

３ 下水道工事により水道管を布設替えする場合の費用負担

について 

《質問要旨》 
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番号 氏   名 一 般 質 問 内 容 

２ 後藤 学 

 昨年１２月の議会において、この布設替えに対して市町が

支払う補償費から、水道管の経年による減耗分が控除されて

いないのは問題があることを指摘させていただきました。 

 問題とは、昭和４２年閣議決定の公共補償基準要綱に「減

耗分を控除した額を補償するものとする」と明確に謳われて

おり、要綱違反であることです。 

 そして、これまでは双方合意で契約により行ってきたとの

ことですが、違反である以上、市町が住民から不当・違法な

公金支出として監査請求、住民訴訟が提起されれば、責任を

問われる可能性も否定できません。 

 さらに、国庫補助事業の場合は事後に会計検査が入って、

国庫補助金返還ということも実際に起きていると聞いている

こと、などを申し上げました。 

 この件に関しては、「指摘をふまえ、今後の負担割合の協

議の中で検討したい」とのご回答でしたが、検討状況につい

てお答えいただきたいと思います。 

３ 島村 きよみ 

《災害時における本企業団の対応に問題はないか》 

１、西日本豪雨の状況から懸念される水害時の対策について 

２、火災時の水道トラブル対応について 

《質問要旨》 

１、西日本豪雨の被災地では、発災１週間後においても約２

４万世帯が断水という状況となっている。愛知中部水道企

業団給水区域においても、同様な豪雨に見舞われる可能性

は当然にある。経験したことのない豪雨への想定、対策は

なされているのかおたずねする。 

① 西日本豪雨による断水の原因のひとつに、取水場の横を

流れる川の氾濫による冠水があった。木曽川の「愛知用

水取水口」、矢作川の「岩倉取水口」は同様な豪雨を想

定した対策がなされているか。 

② 浄水場についてはどうか。西日本豪雨では、浄水場が冠 
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番号 氏   名 一 般 質 問 内 容 

３ 島村 きよみ 

  水したことで電気系統がショートし、機能停止したとの

ことだが、「尾張東部」「上野」「豊田」各浄水場の冠

水対策はどのようになっているのか。 

③ 給水管のチェックなど、断水時の復旧にあたる人員体制

についてはどのような想定をされているのか。 

２、日進市香久山地区で７月８日夜に発災した民家火災の際

に、周辺地区で濁り水が発生したご家庭があった。その原

因、対策についてお聞きする。 

① 今回の水道トラブルについては、火災現場から離れた家

庭において発生したと聞いているが、なぜそうした状況と

なったのか。経過とその原因、対応状況について説明を求

める。 

② どの地区においても火災発生時には同様なことが起きう

るのか。火災時の情報共有など迅速な対応ができる体制は

構築されているのか。 

４ 林 みすず 

１水道料金のあり方について 

《質問要旨》 

１ 日本水道協会に委託して経営診断を受け、平成３０年か

ら３２年の３年間の水道料金を算定した結果、年間で１３

億円の値上げ、２２.５７％の料金改定が必要とされまし

た。水道法は憲法２５条生存権の保障を具現化するものと

して１９５７年に施工され６１年目になります。水道法の

第１条には、「水道を計画的に整備し及び水道事業を保護

育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を

図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与す

る」とあります。１３億円の値上げ、２２.５７％の料金

改定は、「国民が等しく安全に供給をうける」ことに反す

るのではないでしょうか。 

２ 地方公営企業法第３条には、「地方公営企業は常に企業

の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共 
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番号 氏   名 一 般 質 問 内 容 

４ 林 みすず 

 の福祉を増進するように運営されなければならない」とあ

ります。自治体として責任のない日本水道協会が、資産維

持費を確保するためとして、固定費及び需要家費を基本料

金に配賦することの必要性を提起していますが、水道事業

に責任を持つ構成市町はどのように考えているのでしょう

か。 

５ 富永 秀一 

水道施設が急傾斜地崩壊危険箇所などに指定されている場所

にあったり、近接地が指定されていたりする所の対策は 

《質問要旨》 

 水源や配水場、加圧所といった水道施設が、急傾斜地崩壊

危険箇所に指定されている場所にあったり、近接地が指定さ

れていたりする所があります。 

 今回の西日本豪雨において、水道施設が被災し、断水した

例が見られます。 

 上記施設において、豪雨への十分な対策は取っています

か。 
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平成３０年第２回愛知中部水道企業団議会定例会議案質疑一覧表 

 

番号 氏   名 議 案 質 疑 内 容 

１ 富永 秀一 

議案第３号 平成２９年度愛知中部水道企業団会計利益処

分及び決算の認定について 

《質疑事項》 

 工事請負契約金額と比べ、工事費が１０％以上上昇して

いる３件について、金額が上昇した理由は。 

《質疑要旨》 

①豊明市沓掛町勅使地内配水管布設替工事は、契約金額１

０,２６０,０００に対し工事費は１１,４３７,２００で、＋

１１.５％１,１７７,２００増 

②東山南部小線配水管布設替工事その１は、契約金額３５,

８５６,０００に対し工事費は４０,２６２,４００で、＋１

２.３％４,４０６,４００増 

③みよし市莇生町郷浦他地内配水管布設替工事は、契約金額

１７,４９６,０００に対し工事費は２０,２５０,０００で、

＋１５.７％２,７５４,０００増 

以上３件の工事費上昇の理由は。 

２ 林 みすず 

議案第３号 平成２９年度愛知中部水道企業団会計利益処

分及び決算の認定について 

《質疑事項》 

１．平成２９年度決算審査意見書について 

２．決算説明資料について 

３．水道サービス協会経営状況報告書について 

《質疑要旨》 

１、平成２９年度決算審査意見書について 

 ①決算報告書について、資本的収入額が資本的支出額に不

足する額１９億２２４６万５２７５円とあるが、当初計

画から見て何が要因となっているのか。 

 ②損益計算書について、損益収支比較では総収益の前年 
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番号 氏   名 議 案 質 疑 内 容 

２ 林 みすず 

  度対比１０１.２％に対して総費用の前年度対比１０１.

６％となっているが、議会及び監査費が４３.１％増と

なった要因は何か。 

２、決算説明資料について 

 お客様との連携（コミュニケーション）の促進の３、お

客様の声を直接的に聴取するため構成市町で開催されるイ

ベントに出展とあるが、どのような声が寄せられたか。 

３、水道サービス協会経営状況報告書について 

 屋内漏水調査の相談業務 １１９０件 水量増加２４件

とあるが、減免措置件数は何件か。 
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平成３０年第２回愛知中部水道企業団議会定例会 

 

議 事 日 程 

平成３０年７月２６日午前１０時００分開会 

日程第１ 企業長あいさつ 

日程第２ 議会運営委員会委員長の報告 

日程第３ 会議録署名議員の指名 

日程第４ 会期の決定 

日程第５ 一般質問 

日程第６ 議員派遣について 

日程第７ 議案第３号 平成２９年度愛知中部水道企業団会計利益処分及び決算の認定につい

て 

                                         

出席議員（１５名） 

    １番  富 永 秀 一 議員     ２番  後 藤   学 議員 

    ３番  一 色 美智子 議員     ４番  永 野 雅 則 議員 

    ５番  青 山 耕 三 議員     ６番  島 村 きよみ 議員 

    ７番  水 谷 正 邦 議員     ８番  林   文 夫 議員 

    ９番  渡 邊 郁 夫 議員    １０番  さとう ゆ み 議員 

   １１番  佐 野 尚 人 議員    １２番  林   みすず 議員 

   １３番  加 藤 宏 明 議員    １４番  若 松 孝 行 議員 

   １５番  箕 浦 克 巳 議員 

欠席議員（なし） 

                                         

説明のために出席した者の職氏名 

企  業  長 小 浮 正 典 君 副 企 業 長 萩 野 幸 三 君 

副 企 業 長 小野田 賢 治 君 副 企 業 長  田 一 平 君 

副 企 業 長 井 俣 憲 治 君 代表監査委員 都 築 良 直 君 

局     長 野々山   寛 君 総 務 部 長 小 島 千 明 君 

営 業 部 長 高 津 桂 一 君 工 務 部 長 相 羽   毅 君 
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総 務 課 長 山 田 紀 夫 君 経営企画課長 上 村 知 由 君 

建 設 課 長 谷 澤 英 一 君 営 業 課 長 近 藤 隆 徳 君 

                                         

職務のために出席した職員の職氏名 

議会事務部局        
書  記  長 水 野 雅 也 君 議会事務部局書記 後 藤 章 仁 君 

経 営 企 画 課        
課 長 補 佐 三 宅   徹 君 豊明市下水道課長 花 木 喜久治 君 

日進市下水道課長 伊 東 敏 樹 君 み よ し 市 
下水道専門監        

小 嶋   誠 君 

長 久 手 市 
下 水 道 課 長        古 橋   剛 君 東郷町下水道課長 近 藤 道 明 君 
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  ◎開会の宣告 

○議長（佐野尚人議員） 平成３０年第２回愛知中部水道企業団議会定例会の開会に当たり、

一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日は、議員各位並びに執行機関の皆様には、ご多忙の中、ご出席をいただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

 本定例会に提出されます議案は、企業長提出議案といたしまして、平成２９年度愛知中部

水道企業団会計利益処分及び決算の認定についての１議案でございます。 

 慎重なるご審議をいただきますとともに、議会運営にご協力お願いを申し上げ、開会のご

挨拶とさせていただきます。 

 ただいまの出席議員は１５名で、議員定足数に達しております。よって、平成３０年第２

回愛知中部水道企業団議会定例会は成立いたしましたので、開会をいたします。 

（午前 １０時００分） 

                                         

  ◎諸般の報告 

○議長（佐野尚人議員） 日程に先立ち、この際、諸般の報告をいたします。 

 初めに、監査委員から、平成２９年度２月分から平成３０年度５月分までの例月出納検査

の結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付しておきました。 

 続きまして、地方自治法第１２１条の規定により、本定例会に議案説明のため、企業長以

下説明者の職氏名を一覧表としてお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。 

                                         

  ◎開議の宣告 

○議長（佐野尚人議員） それでは、本日の会議を開きます。 

                                         

  ◎議事日程の報告 

○議長（佐野尚人議員） 本日の議事日程につきましては、お手元に配付してありますので、

その日程表に従って進めさせていただきます。 

 本日の日程に入ります。 

                                         

  ◎企業長あいさつ 
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○議長（佐野尚人議員） 日程第１、企業長よりご挨拶をお願いいたします。 

 小浮正典企業長。 

○企業長（小浮正典君） 皆様、おはようございます。 

 開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、ここに平成３０年第２回愛知中部水道企業団議会定例会を招集しましたところ、議

員各位には、何かとご多用の中、ご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 昨今、国内で災害が多く発生しております。去る６月１８日には、大阪府北部を震源とし

た地震が発生し、老朽化した水道管の破損が要因となり、広範囲の断水や濁り水が発生しま

した。 

 また、６月２８日以降の西日本を中心とした広い範囲での記録的な大雨により、土砂崩れ

や河川の氾濫、大規模な浸水などが発生し、全国で多くのとうとい命が失われております。

亡くなられた方のご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、被災された皆様に心からお見

舞い申し上げます。 

 今回の豪雨では、水道管の破損や水道施設への浸水などにより、岡山県や広島県をはじめ、

広い範囲で断水が発生したため、日本水道協会では、水道救援対策本部を立ち上げ、支援体

制を整備、関西地方支部及び九州地方支部を中心に支援要請を行い、中部地方支部からも、

愛知県、三重県、福井県の３県から各２団体が広島県呉市において応急給水活動を行ったと

ころであり、自然災害に対する脅威を改めて実感いたしました。 

 本企業団におきましても、近い将来に発生が懸念されている南海トラフ地震などの災害に

強い水道を目指し、計画的に管路の耐震化、老朽管の更新を進めているところでありますが、

引き続き第２次アクアシンフォニー計画に基づく各種事業を着実に進めてまいりたいと考え

ております。 

 さて、本定例会でご審議いただく案件は、平成２９年度愛知中部水道企業団会計利益処分

及び決算の認定についての１件でございます。 

 平成２９年度の決算につきましては、順調な人口増と大型商業施設の開店などにより、主

要財源である水道料金収入は増加し、費用全般で低く抑えられたという業務状況により、約

１１億１,２３１万円の純利益を計上することができました。慎重なる審議をいただきまして、

原案どおりお認めいただきますようお願い申し上げまして、開会のご挨拶といたします。 

○議長（佐野尚人議員） どうもありがとうございました。 
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  ◎議会運営委員会委員長の報告 

○議長（佐野尚人議員） 続きまして、日程第２、議会運営委員会委員長の報告を求めます。 

 ４番、永野雅則議会運営委員長。 

○議会運営委員会委員長（永野雅則議員） 議長よりご指名がございましたので、議会運営委

員会の協議結果につきまして、ご報告を申し上げます。 

 本定例会の運営につきましては、７月９日午後１時３０分及び本日午前９時３０分より委

員会を開催いたしました。 

 ７月９日の協議結果につきましては、既に文書でお知らせをしてございますので、主なも

ののみご報告申し上げます。 

 本定例会の会期につきましては、本日１日といたしました。 

 付議されました議案は、企業長提出議案といたしまして、議案第３号 平成２９年度愛知

中部水道企業団会計利益処分及び決算の認定についての１件であり、提案説明の後、質疑、

討論、採決の順に行うこととし、採決は起立によって行うことといたしました。 

 本日の協議結果でございますが、一般質問につきましては５名、議案質疑につきましては

２名の事前通告がございましたので、その取り扱いにつきまして確認をいたしました。 

 一般質問につきましては、発言時間は再質問を含め１人２０分以内とし、質問回数は再質

問を含め２回を超えることができないこととし、関連質問は認めないものといたしました。 

 また、議案質疑につきましては、発言時間は再質疑を含め１議案１人１５分以内とし、質

疑回数は同一議題については２回を超えることができないこととし、関連質疑は認めないも

のといたしました。 

 議事進行に格別のご協力をお願いし、議会運営委員会の報告といたします。 

○議長（佐野尚人議員） ご苦労さまでした。 

                                         

  ◎会議録署名議員の指名 

○議長（佐野尚人議員） 続きまして、日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８４条の規定に基づき、４番、永野雅則議員及

び７番、水谷正邦議員を指名いたします。 

                                         

  ◎会期の決定 

○議長（佐野尚人議員） 日程第４、会期の決定を議題といたします。 



 

- 16 - 

 お諮りをいたします。 

 本定例会の会期は本日１日といたしたいが、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐野尚人議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日１日とすることに決定いたしました。 

                                         

  ◎一般質問 

○議長（佐野尚人議員） 日程第５、一般質問を行います。 

 一般質問について通告がありますので、通告順に発言を許します。 

 １０番、さとうゆみ議員。 

○１０番（さとうゆみ議員） １０番、さとうゆみです。 

 それでは、水道料金引き上げの可能性について、４点質問をいたします。 

 （１）平成３０年３月に公益社団法人日本水道協会が愛知中部水道企業団の経営診断を行

った結果、水道料金の引き上げの必要性をアドバイスしていますが、どのように受けとめて

いるでしょうか。 

 （２）愛知中部水道企業団の内部留保金の過去５年間の推移はどのようでしょうか。 

 （３）法定耐用年数４０年を超える水道管の割合はどのようでしょうか。その距離はどれ

だけで、更新費はおよそ幾らでしょうか。 

 （４）横浜市は、今年から横浜市水道料金等在り方審議会を設置し、水道料金引き上げを

視野に入れた議論をしていますが、今後、愛知中部水道企業団で水道料金を引き上げる可能

性がある場合、どのように議論を進めていくのでしょうか。 

 以上です。 

○議長（佐野尚人議員） さとう議員の質問に対する答弁者、小島総務部長。 

○総務部長（小島千明君） 総務部長の小島です。 

 ご質問の４点につきまして、お答えをさせていただきます。 

 初めに、１点目の日本水道協会の経営診断における料金算定についてでございますが、水

道料金は、単に既存施設の維持管理に係る原価を賄うだけでなく、耐震化や老朽管路の更新

等を行うための資金を企業活動の中で確保するために、資産維持費を計上するべきであると

の料金算定をする上での１つの指針と受けとめております。 

 したがいまして、大口需要者の井戸切りかえなどで料金収入の減少が懸念される中ではご
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ざいますが、ここしばらくは人口増に支えられる見込みとなっておりますことから、現在進

行中の第１次水道施設整備計画の実施期間であります平成３２年度までの３年間は料金改定

を行わずに、確保できる内部留保資金の範囲内で事業を進めてまいりたいと考えております。 

 ２点目の内部留保資金の推移でございます。５年前の平成２４年度末の内部留保資金の残

高は、約３８億８,０００万円でございました。直近の平成２９年度末におきましては４２億

４,６００万円でございますので、５年間で約３億６,６００万円、内部留保資金が増加する

という結果となりました。 

 次に、３点目の法定耐用年数４０年を超える水道管の割合、それから距離、更新費でござ

います。更新費の算出が、昨年度実施しましたアセットマネジメントという仕組みの試算で

しかデータがございませんので、平成２８年度末の時点でお答えさせていただきます。 

 まず、４０年を超える管路の割合は約１８％となっております。そして、その距離は３１

６キロメートルでございます。そして、更新費用につきましては、平成２８年度決算をベー

スといたしましたアセットマネジメントの試算でございますけれども、西暦で申し上げます

と、２０１７年度から２０５６年度までの４０年間の管路の部分の更新費用は１,０１５億円

が必要という試算となっております。その他配水池などの施設や、また電気設備などのそう

いった施設等を含めますと、全体で合わせて１,２６５億円の更新費用が必要という試算結果

となっております。 

 続きまして、４点目の今後の水道料金を引き上げる場合の議論の進め方についてでござい

ますが、今後、本企業団において水道料金の引き上げが必要となった場合でございますが、

愛知中部水道企業団水道料金審議会の設置及び運営に関する条例に基づきまして、水道料金

審議会を設置いたしまして、水道料金のあり方について審議を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） 再質問、さとう議員。 

○１０番（さとうゆみ議員） 平成３２年度までの第１次水道施設整備計画の期間中は、人口

増にも支えられて、確保できる内部留保金の範囲内で事業を進めていき、水道料金は引き上

げないということがわかりました。しかし、平成３３年度から始まる第２次水道施設整備計

画と第３次アクアシンフォニー計画の実施期間中は、水道料金の引き上げが十分にあり得る

状況であるように感じました。 

 そこで、１点目の答弁で、水道協会が現在の施設を管理する費用を賄うだけではなくて、
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耐震化や老朽管路の更新の資金を企業活動の中で確保するために資産維持費を計上すべきと

指摘していると受けとめているとの答弁でありました。 

 現在、愛知中部水道企業団では、資産維持費を計上していないので、資産維持費を導入す

ることになれば、必然的に水道料金引き上げが避けられない状況になるのですが、全国の団

体では、どれぐらいの割合で資産維持費を計上している団体があるのでしょうか。また、資

産維持費を計上している団体が増えてきている理由は、例えば収益が下回る状況があるから

なのか、要因をどのように把握していらっしゃるでしょうか。 

 次に、２点目の答弁で、内部留保金は、平成２９年度末で約４２億円あるということです

ね。４２億円とは結構あるように感じますが、（３）の答弁で、４０年間に管路更新だけで

１,０１５億円かかると試算されているということでしたので、決して十分な額ではないのか

なと思うところもあります。内部留保がある一方で、現在、借入金である企業債の残高は幾

らあるのでしょうか。その残高は、類似の団体と比べて少ないのか多いのか、どのように認

識をされていらっしゃるでしょうか。 

 また、水道事業は独立採算が原則で、市負担金を入れるということも困難ということです

ので、あとは国の補助金を増やしてもらいたいと思うところがあります。以前、私が水道協

会へ行ったときにもらった資料を見ますと、水道関係補助金は、１０年ぐらい前までは結構

な額がついていたのですが、近年、驚くほどに減らされております。水道料金の引き上げは、

管内全ての人々の暮らしを直撃するので、できる限り避けていただきたいと思いますが、今

のエアコンの財政支援などと同様に、暮らしに直結した水道を国が主体的に支援することが

必要だと私は考えますが、国に補助金をもっと増やすように働きかけを行えないでしょうか。 

 次に、３点目の答弁で、４０年を超えている老朽化した管路が愛知中部水道企業団には３

１６キロあり、全体の１８％を占めているということですね。平成３２年までの計画では、

どちらかというと老朽管路の更新よりも、管路の耐震化に重点が置かれた計画になっており

まして、第２次アクアシンフォニー計画を見ましても、５年間で老朽管路更新事業は、目標

値ベースで１５キロしか進んでいないわけです。 

 全国で老朽化した管路が突然破損し、大きな負担が集中して発生しているということも起

きております。老朽化した管路の放置は、結果的に財政圧迫を招く可能性があるので、徐々

に更新していくことが必要だと思います。そして、愛知中部水道企業団は、できてから４０

年以上が経過するので、先ほど平成２８年度末で全体の１８％が法定耐用年数の４０年を超

えているものだということですが、平成３０年時点ではもう２０％を超えているということ
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で、今後もどんどん深刻化すると予想されます。これまでの計画では距離でしか目標が入っ

ていなかったのですが、次の計画では、４０年を超える管路の割合を何％にするという、距

離ではなくパーセントで目標を入れる考えでしょうか。 

 ４点目の答弁で、仮に水道料金を引き上げる場合は、愛知中部水道企業団水道料金審議会

というものが設置されるということですね。その前に、今後、水道料金を引き上げる可能性

が出てくるかどうかは、平成３３年から始まる第２次水道施設整備計画が確定しないとわか

りませんが、今年度から既に計画をつくり始めているということですので、策定までのスケ

ジュールを最後にお聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野尚人議員） さとう議員の再質問に対する答弁者、小島総務部長。 

○総務部長（小島千明君） 総務部長の小島です。 

 再質問につきまして、お答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の資産維持費を算入している団体の率でございますが、日本水道協会が昨年

調べたデータでございますが、１,２６９団体に調査をした結果、資産維持費を算入している

団体は５２７団体、率にして４１.５％という状況でございます。 

 また、資産維持費を算入しているかしていないか、する理由ですとか、そういったものに

つきましては公表はされておりませんが、先ほど日本水道協会の算定要領に基づく資金の確

保等が理由ではないかというふうに認識をしております。また、算入していない団体につき

ましては、料金の高騰を防ぐというようなことが言えるのかなというふうに考えております。 

 続きまして、２点目の企業債の残高でございますが、当企業団の企業債残高の平成２９年

度末の残高でございますが、２４億５,９４８万８,４６０円でございます。この企業債残高

が多い少ないかというのは、なかなか事業規模等によってわかりにくいところがございます

ので、総務省が公営企業の財務分析をする指標がありまして、水道料金収入に対する企業債

残高の割合という指標がございます。これの指標でございますが、当企業団は、平成２９年

度末で４２.４％でございます。 

 そして、愛知県内の３０万人程度の団体、豊橋、岡崎、一宮、春日井、豊田、当企業団、

６団体の割合を調べた平均でございますが、１８３.１％ということで、料金収入の１.８％

ということでございますので、その分に比べると少ないのかなというふうに考えております。 

 続きまして、３点目の国庫補助金に関するご質問でございますけれども、当企業団が補助

金を受けております基幹管路の補助金は、生活基盤施設耐震化等交付金という補助金のメニ
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ューでございまして、その中に老朽管更新事業というメニューがございました。しかしなが

ら、老朽管更新事業の採択基準というのが、資本単価という採択基準が１トン当たり１４０

円以上の団体じゃなきゃだめだというような厳しい基準がございまして、当企業団は９８.３

円でございますので、老朽管更新事業に係る国庫補助金につきましての採択は受けられない

という団体になっております。 

 この資本単価というのは、減価償却費等に対する１トン当たりの減価償却費等の費用の割

合ということでございますけれども、その中で、実は私ども、全国組織であります全国水道

企業団協議会という団体がございまして、こちらで、毎年、国のほうに陳情しているわけで

ございますけれども、その中で、陳情事項の中に老朽管更新事業の資本単価の採択基準の緩

和ですとか、また、交付率の引き上げを図るというような陳情事項を盛り込みまして、去る

７月１８日に国の各機関に向けて陳情活動を行ったところでございます。 

 ４点目のアクアシンフォニー計画に基づきます目標数値でございますが、議員のご指摘の

とおり、現在、アクアシンフォニー計画ですとか、また第１次水道整備計画につきましては、

基幹管路の耐震化事業を中心として事業を行っておりますので、老朽管更新事業につきまし

ては、少しウエートが低いのが現状でございます。次期の事業計画におきましては、老朽管

更新がメーンテーマとなる見込みでございますので、したがいまして、こうした取り組みが

目に見えるような形で、議員のご指摘のように、更新率ですとか、そういった率を用いて表

現してまいりたいと考えております。 

 最後に、次期の事業計画、アクアシンフォニー計画の策定スケジュールでございますが、

次期のアクアシンフォニー計画は、平成３３年度からスタートいたしますので、策定に当た

りましては、平成２９年度、前年度から取り組んでおりまして、平成２９年度から３２年度

までの４年間で取り組んでおるところでございます。 

 まず、平成２９年度、前年度でございますが、こちらにつきましては、情報の収集ですと

か現況の調査を実施してまいりました。また、平成３０年度、今年度でございますが、人口

の推計ですとか、また水需要予測ですとか課題の抽出、また、あるべき方向性の検討などを

行ってまいりました。また、今年度から来年度、３１年度にかけまして、アセットマネジメ

ントの検証とあわせて、施設整備計画案の作成と財政収支計画の策定を検討してまいります。

その後、施設整備計画に合わせて、３１年度には、ソフト面の施策を盛り込んだ次期水道ビ

ジョンを取りまとめていく予定でございます。３１年度末には、パブリックコメント等を実

施いたしまして、平成３２年度当初には完成する予定で今取り組んでいるところでございま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） 続きまして、２番、後藤 学議員。 

○２番（後藤 学議員） それでは、ご指名をいただきましたので、一般質問をさせていただ

きます。 

 まず、１番目、アセットマネジメントの現状と今後の見通しについて。ただいまのさとう

ゆみ議員とダブるところもあるかと思いますが、その部分についてはご容赦いただきたいと

思います。 

 アセットマネジメントにつきましては、水道施設・設備や管路などの資産を中長期的視点

に立って管理することで、更新費用負担の平準化や効率化を図り、水道事業の安定化を目指

すものと理解をしております。 

 企業団におきましては、既に平成２７年度より、厚生労働省の簡易支援ツールを使用し、

計画期間を４０年と設定して、施設等の更新需要と財政需要の試算を行っているとのことで

すが、以下の点についてお尋ねをいたします。 

 まず、１点目、法定耐用年数とは別に、実使用年数に基づく更新基準で更新をした場合、

４０年後の資産の健全度はどのくらいになるでしょうか。また、実使用年数は、資産の種類

によって異なるかと思いますが、どのように設定をしておるか、ご説明をお願いいたします。 

 それから、２点目、実使用年数で更新した場合、更新費用は４０年間でどのくらいになる

でしょうか。また、その場合の財政収支――これは主に財源のことが念頭にありますが――

についてはどのように見込んでおられるでしょうか。 

 それから、現在、簡易支援ツールにより精度の高いアセットマネジメントに向けてコンサ

ルに委託調査をしていますが、どのような点がこれまでの簡易支援ツールと異なるのでしょ

うか。そして、その結果はいつまとまり、どのような形で活用されるかについてもご説明を

お願いいたします。 

 それから、２番目の質問です。職員の給料表における格付について。 

 昨年７月の決算審査の質問の中で、職員の給料表における格付について、一般的に課長補

佐職に相当する５級以上の割合が、構成市町平均では職員の３３％なのに対し、企業団では

６２％と異常に高いことを指摘したところ、答弁として、今後、比較検討の手法について調

査研究したいというお答えをいただきました。 

 また、同年１２月議会の一般質問においては、答弁として、５級以上の割合が市町より高
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いのは、４０代後半から５０代前半の職員が多いからということでしたけれども、４０歳以

上の職員が５級以上に格付される割合を比較しましたところ、市町７０％に対し、企業団は

ほぼ１００％で、これも格差があるということを指摘しましたところ、労働組合との協議の

場を持ち、議論を深め、是正に努めたいという答弁をいただいております。 

 私の問題提起から１年経過しておりますが、調査研究、労働組合との協議を経て、どのよ

うな是正策を考えられておられるか伺います。 

 それから、３番目、下水道工事により水道管を布設替えする場合の費用負担についてです。 

 昨年１２月の議会におきまして、布設替えに対して市町村が支払う補償費から水道管の経

年による減耗分が控除されていないのは問題があるということを指摘させていただきました。 

 その問題とは、昭和４２年閣議決定の公共補償基準要綱に、減耗分を控除した額を補償す

るものとすると明確にうたわれており、要綱違反であるということです。 

 そして、これまでは双方合意で契約により行ってきたとのことですが、違反である以上、

市町が補償費の支払いについて、住民から不当、違法な公金支出であるとして監査請求、住

民訴訟が提起されれば、責任を問われる可能性も否定できません。さらに、国庫補助事業の

場合は、事後に会計検査が入って、国庫補助金返還ということも、これは実際に起きている

というふうに聞いておることなどを申し上げました。この件に関しては、指摘を踏まえ、今

後の負担割合の協議の中で検討したいというご回答でしたが、検討状況についてお答えいた

だきたいと思います。 

 以上、３件、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野尚人議員） 後藤議員の質問に対する答弁者、小島総務部長。 

○総務部長（小島千明君） 総務部長の小島です。 

 私のほうから、１点目のアセットマネジメントと、それから、２点目の職員の給料表の格

付についてお答えをさせていただきます。 

 初めに、１項目めの１点目、４０年後の健全度と資産の種類による実使用年数の設定につ

いてでございます。 

 まず、健全度とは、法定耐用年数以内の施設の割合のことを言いまして、施設・設備、ま

た管路とそれぞれの資産でご説明いたしますが、まず全く更新を行わなかった場合の施設・

設備の健全度は、西暦で申し上げますと、２０１７年度で約７１％健全だったものが、４０

年後には約９％に減少し、水道管路では、約８１％あった健全度が、４０年後には約２％に

減少する試算結果となっております。 
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 また、これを法定耐用年数より延長した実使用年数として企業団が独自で定めた更新基準

で更新した場合、４０年後の施設・設備が９１％、水路・管路が８１％と高い水準で健全度

が維持できる試算結果となっております。 

 次に、実使用年数の設定でございますが、主なものだけ申し上げますと、電気計装の計器

類等が、法定耐用年数１０年のところを１５年に延長する。また、送水ポンプなどは、法定

耐用年数が１５年でございますが、これを２５年で更新するような形、またダクタイル鋳鉄

管、耐震管等でございますが、こちらは法定耐用年数が４０年のところを８０年として更新

基準を策定する。また、配水用ポリエチレン管の法定耐用年数は４０年でございますが、こ

ちらを６０年として設定をして計算いたしたところでございます。 

 次に、１項目め、２点目の、実使用年数で更新した場合の更新事業費は４０年間でどれぐ

らいでございますかと財政収支でございますが、４０年間で、施設・設備、それから水道管

路の更新事業費を合わせますと１,２６５億円の更新費が必要であるとの試算結果となってお

ります。 

 また、資金収支でございますが、水道料金の値上げを行わずに、既に老朽化している資産

を期間の早い時期に全て更新した場合には、２０２１年度には約１１０億円の資金の不足が

生じ、４０年後の２０５６年度には３２０億円の資金不足が生じる見込みでございます。 

 また、不足いたしました財源につきましては、もちろんアセットマネジメントにより更新

事業の平準化を図る必要がございますが、企業債の新規発行ですとか、また、それでも不足

が生じる場合には料金値上げになるというふうに考えております。 

 １項目め、３点目の簡易支援ツールより精度の高いアセットマネジメントについてでござ

いますが、簡易支援ツールは、中小の水道事業体でも手軽にアセットマネジメントが始めら

れるように、最小限のデータ入力でアセットマネジメントが実施可能となるよう、厚生労働

省から提供された簡易ソフトでございます。現有資産の状況ですとか、また、更新需要見通

しなどの概略が把握できるものとなっておりまして、本企業団におきましても、将来見通し

を把握する上で活用しているところであります。 

 現在進めているコンサルの委託におきましては、さらなる精度の向上を図るため、資産ご

との実使用年数のさらなる詳細設定や、施設、設備等を精査した更新需要の平準化など、専

門的、技術的な知見に基づき、実効性のある事業計画となるよう取り組んでいるところでご

ざいます。 

 したがいまして、このアセットマネジメントは、平成３３年度以降の次期事業計画の柱と
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して取りまとめられるものでございまして、平成３２年度中に公表する予定でございます。 

 続きまして、２項目めの職員の給料表における格付についてでございます。 

 議員がご指摘の給料表５級以上の割合が高いのは、平成２９年１２月議会で答弁いたしま

したとおり、構成市町に比べ、４０代半ばから５０代前半の構成率が高いのが要因となって

おりますが、この構成率の高い状態は今後しばらく継続いたしますので、５級以上の割合を

構成市町の平均に近づけるために、職務等級の格付の見直しにより対処したいと考えており

ます。 

 ただし、本件につきましては、現在、労働組合と協議中でございますが、今年度中をめど

に協議が調うよう労使交渉を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） 相羽工務部長。 

○工務部長（相羽 毅君） 工務部長の相羽です。よろしくお願いいたします。 

 私からは、３項目めについてお答えをさせていただきます。 

 下水道工事により、水道管を布設替え等する場合の費用負担協議の検討状況についてでご

ざいますが、来年度平成３１年度から、公共補償基準要綱にのっとった取り扱いとするため、

去る５月３１日に各市町下水道担当者と会議を開催し、公共事業の施行に伴う公共補償基準

要綱をはじめ、関連する取扱要領等、用語の定義、補償の原則、資産減耗費の算出方法につ

いて説明を行いました。 

 今後、８月上旬には、この会議で出されました課題及び支障移転補償事務の流れ等につい

て協議を行う予定としております。 

 以上です。 

○議長（佐野尚人議員） 再質問、後藤 学議員。 

○２番（後藤 学議員） それでは、順次、再質問をさせていただきます。 

 まず、アセットマネジメントについてですが、４０年というスパンで見ると、今後、１,２

６５億円でしたか、膨大な更新費用が必要となり、多額の資金不足、たしか３２０億という

ような数字を先ほど答弁されていたと思いますが、そういうようなことでした。この不足分

については、先ほどさとうゆみ議員のお話の中でもありましたけれども、内部留保を充当し

たり、あるいは企業債、現在は大変良好な状態ですけれども、今後相当借りていくことにな

るかなと思うんですが、それでも充足不可能となり、水道料金にはね返ってくることは必至

だと思いますけれども、大きく見て、４０年全体で見ると、水道料金というのはおよそ何％
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ぐらいの引き上げが必要になるというふうに見込まれておるでしょうか。これは、ほんとう

に漠とした数字で結構です。 

 といいますのも、ほかの事業者では、２倍、３倍というとてつもない引き上げをしないと

やっていけないというような、そういったところもあるようですので、企業団の４０年全体

を見た場合の引き上げはどのような規模になるのかということについて、見込める範囲でお

答えをいただきたいと思います。 

 それから、企業団は、県営水道のほうから水を購入しているわけですけれども、県営水道

のほうでも同様に、今後、更新費用が増大する厳しい状況にあるということを聞いておりま

す。そうなると、県水の値段についても相当な値上がりが避けられないかというふうに思い

ます。企業団の財政見通しの中で、そういった県水の値上がりというようなことは考慮され

ているのかどうなのか、お尋ねをしたいと思います。 

 それから、この件に関してもう一点、企業団の財政状況は、現在は良好ですけれども、中

長期的に見ると実は大変厳しいということを大方の利用者は知らずにいると思います。早急

に周知すべきと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 

 それから、２番目の給与の是正の関係ですが、第２次アクアシンフォニー計画でも、ほか

の自治体との均衡を考慮しつつ、適正化に努めていますというふうにうたわれていますので、

これは難しい問題だとは思いますけれども、真剣な取り組みをお願いしたいと思います。 

 お尋ねしたい点、幾つか申し上げますので、ちょっとメモをとっていただきたいと思いま

すが、１つは、具体的な是正の方法、これは例えば直近下位への移行とか、あるいは減給補

償をしながら、一定の基準に基づいて等級、号俸を切り下げるというようないろんな方法が

考えられると思いますが、方法についてはどのようにお考えでしょうか。 

 それから、対象人数はおよそ何人ぐらいになるのか。 

 それから、この見直しによる影響額といいますか、効果額については、どのくらいを見込

んでおられるでしょうか。 

 それから、この是正については、おそらく何年もかかると思うんですけれども、市町並み

の給与水準への是正が完了する時期については、およそいつごろというふうに見込んでおら

れるのか、お尋ねをしたいと思います。わかる範囲でお答えください。 

 それから、３番目の水道管布設替えに係る補償費の問題ですけれども、国の基準要綱どお

り、減耗分を控除するのは当然のことですけれども、その場合、市町によって、下水道整備

の進捗率にかなり差があるわけで、控除の有無、控除を受けられる自治体、受けられずに終
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わってしまう可能性のある自治体、そういったことで不平等が生じる可能性もありますが、

その点については、現状をどのように把握し、今後どのように対処されるお考えか伺いたい

と思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野尚人議員） 後藤議員の再質問に対する答弁者、小島総務部長。 

○総務部長（小島千明君） まず、１項目めの再質問についてお答えさせていただきます。 

 まず、更新事業費１,２６５億円に対する水道料金の値上げの大体のイメージでございます

が、まだ更新事業費を平準化ですとか、また見直し等がございますので、現段階では、料金

の水準をお答えすることはできないというふうにご理解いただきたいと思います。 

 それから、２点目の県営水道の値上げについて、事業計画に反映されているかということ

でございますが、現在、県営水道の、いわゆる経営戦略計画が、平成３７年度までで県営水

道を行っておりますので、県の経営戦略を見ますと、平成３７年度までは料金値上げをしな

いというような形でお聞きしております。 

 したがって、それ以降、まだ情報は出ておりませんので、当企業団におきましても、平成

３７年度までは県営水道は料金値上げしないものと判断して進めてまいりたいと考えており

ます。 

 それから、市民への、更新事業費がかなり多くなることのご心配がありますけれども、先

ほどさとう議員のところで述べましたように、３２年度には、次期アクアシンフォニー計画、

またアセットマネジメントが完成いたしますので、３２年度にはホームページなどの形で市

民の方に更新事業費を含めた公表をさせていただく予定でございます。 

 続きまして、給与の格付についての再質問についてでございますが、現在、まだ組合等と

交渉中でございまして、具体的な方法ですとか、また何人ということ、それから、是正時期

についてもまだ現段階ではお答えすることができませんので、ご理解いただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野尚人議員） 相羽工務部長。 

○工務部長（相羽 毅君） 工務部長の相羽です。 

 ３項目めで再質問のありましたことについて、お答えさせていただきます。 

 議員ご指摘のとおり、豊明市さんでは下水も終了しておりまして、下水の進捗状況により

まして、管内の自治体間で費用負担に不公平感があるということは感じられるというような

ことでございますけれども、過去の支障移転工事につきましては、本企業団下水道工事によ
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り、水道管を布設替え等する場合の費用負担基準に基づいて、補償契約を締結して施行した

ものであり、各市町の負担額は工事内容に応じたものであると認識をしております。 

 今後とも、管内市町、下水道事業者と協議を行い、適正な補償事務を行ってまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野尚人議員） これにて、２番、後藤 学議員の一般質問を終わります。 

 続きまして、６番、島村きよみ議員。 

○６番（島村きよみ議員） ６番、島村きよみ。 

 それでは、質問させていただきます。 

 今回は、災害に対する愛知中部水道企業団の備えに関して質問をいたします。 

 初めに、水害対応についてです。 

 今週２３日月曜日の新聞報道によりますと、西日本豪雨の影響で、岡山、島根、愛媛、３

県の浄水場、１４カ所が被災したとのことです。災害から２週間が経過しても断水している

地域があり、生活再建の妨げになっています。 

 今回の豪雨による断水は、最大２６万戸と言われており、発災１週間後においても約２４

万世帯が断水という厳しい状況となりました。水がないということは、命にもかかわる重大

事です。異常気象が続く昨今、愛知中部水道企業団給水区域においても同様な豪雨に見舞わ

れる可能性は十分にあります。この週末には、過去の様相とは異なる進路の台風１０号直撃

の予想もされております。経験したことのない豪雨への想定、対策はなされているのかお尋

ねいたします。 

 １点目です。西日本豪雨による断水の原因の１つに、取水場の横を流れる川の氾濫による

冠水がありました。木曽川の愛知用水取水口、名称は兼山取水口といいますが、矢作川の岩

倉取水口、この２つがありますが、今回の西日本豪雨と同レベルの豪雨を想定した対策はな

されているのでしょうか。 

 ２点目です。浄水場についてはどうでしょうか。西日本豪雨では、浄水場が冠水したこと

で電気系統がショートし、機能停止したとのことですが、本企業団給水地域に影響のある尾

張東部、上野、豊田、各浄水場では、どのような冠水対策がなされていますか。 

 ３点目です。もし断水した場合、給水管のチェックなど、断水時の復旧に当たる人員体制

については、かなりの量と質、つまり専門性のある職員の増員が必要と考えますが、どのよ

うな備えをされていらっしゃるでしょうか。 
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 ２項目めの質問に参ります。 

 次の質問項目は、火災時の水トラブルについてです。 

 日進市香久山地区で、７月８日夜に発災した民家火災の際に、周辺地区で濁り水が発生し

たご家庭がありました。その原因、対策についてお聞きします。 

 １点目です。今回の水道トラブルについては、火災現場から離れた家庭において発生した

とお聞きしていますが、なぜそうした状況となったのでしょうか。今後の対策のためにも、

経過とその原因、対応状況について、詳細なご説明を求めます。 

 ２点目です。どの地区においても、火災発生時には今回と同様なことが起き得るのでしょ

うか。火災時の消防署との情報共有など、迅速な対応ができる体制は構築されているのでし

ょうか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野尚人議員） 島村議員の質問に対する答弁者、相羽工務部長。 

○工務部長（相羽 毅君） 工務部長の相羽です。よろしくお願いいたします。 

 ご質問のありました、初めに、１項目めの１点目及び２点目につきましては、用水供給事

業者でございます愛知県企業庁所管事務となりますので、そちらに問い合わせをいたしまし

た。 

 まず、１項目めの１点目、河川から取り入れる取水口に、西日本豪雨のような豪雨を想定

した対策がとられているかについてでございますが、西日本豪雨において、断水原因の１つ

になった河川の氾濫による取水場の冠水については、冠水により導水ポンプが停止したこと

が断水の直接原因とされております。木曽川の愛知用水取水口、こちらのほうは、「かなや

ま」ではなくて、「かねやま」という呼び方をしておりますけれども、兼山取水口及び矢作

川の岩倉取水口では、取水口地点の地盤高が高いことから、河川から取水した水は、自然流

下方式で幹線水路末端まで流れていきますので、たとえ河川の氾濫により取水口が水没した

場合でも取水停止とはならず、幹線水路下流に水が流れていきます。 

 なお、豪雨により河川が洪水となった場合には、流木等による取水口の閉塞は考えられま

すが、川面、水面でございますけれども、スクリーンや除塵機を設置することにより、取水

口の閉塞防止対策を行っているとのことでございます。 

 次に、２点目の尾張東部、上野、豊田、各浄水場の冠水対策はどうかについてでございま

すが、これらの浄水場は比較的高台に位置しており、各市の洪水ハザードマップの洪水浸水

想定区域にも該当しておらず、河川等の氾濫による冠水は心配ありません。 
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 また、雨水対策ですが、尾張東部浄水場は、雨水調整池を経て河川に自然流下で排出して

おり、上野及び豊田浄水場については、大量の降雨があった場合に、排水管でございますが、

河川へ自然流下で排出できる構造になっているとのことでございます。 

 続いて、１項目め、３点目は、企業団の対応となる断水復旧後の復旧に当たる人員体制に

ついてでございますが、先ほどお答えいたしましたように、愛知県企業庁では、豪雨による

断水の可能性はないとのことでございますが、仮に断水した場合は、通水復旧後、しばらく

濁り水が発生するため、各所で企業団職員にて水質の確認をする必要があり、企業団水道災

害時の活動に関する規程の非常配備体制により対応することとなります。 

 引き続きまして、２項目めでございます。 

 １点目の７月８日、日進市内の民家火災に伴い、周辺地区で濁り水が発生した経過とその

原因、対応状況についてでございますが、今回の濁り水の発生につきましては、日進市香久

山地内におきまして、建物火災により、水道管とつながる消火栓を使用したことにより濁り

水が発生したものでございます。その濁り水発生の原因といたしましては、火災により、消

火栓から消火用水を短時間で大量に放出したことにより、水の流れる方向や速度が変化して、

濁り水が発生し、その影響が同じ給水区域内において、火災発生現場から離れた地区に及ん

だものでございます。 

 企業団の当時の対応といたしましては、濁り水の連絡のあったお客様付近での水質確認並

びにお客様宅へ訪問し、洗浄作業を行いました。 

 ２点目のどの地区においても火災発生時に同様なことが起きるのかについてでございます。 

 火災発生時には、消火栓が上水道とつながっているため、消火栓を使用することにより、

平常時と水の流れ方が異なりますので、どの地区におきましても、濁り水発生の可能性があ

ると考えております。 

 また、迅速な対応ができる体制の構築につきましては、火災時のみならず、消火栓点検な

どで使用する場合にも、使用の都度、消防署から通報いただくようにしており、今後も業務

時間内外を問わず、消防署との情報共有及び連携を図り、迅速な対応に努めてまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野尚人議員） 再質問、島村議員。 

○６番（島村きよみ議員） それでは、再質問させていただきます。 

 まず、１点目の水害対策についてですが、取水口について、まずお尋ねいたします。 
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 広島県の三原市では、本郷取水場の横を流れる沼田川が氾濫し、約７万戸が断水しました

が、その原因は、取水口からつながる馬蹄型の導水路に細かい土砂が流入したということで

した。土砂をかき出すのに相当な労力と時間がかかったとのことですが、兼山取水口、岩倉

取水口に関して、そういった事態は絶対に避けなければならないと考えます。この点につい

ては、可能性はないのでしょうか。万全の対策はとられているのでしょうか。 

 次の２つ目ですが、浄水場についてです。 

 ご答弁では、３カ所の浄水場は冠水のおそれはないとのことですが、でも想定外というの

は起こり得ると考えます。万が一、１つの浄水場が使用不能となった際に、別の浄水場から

の送水が可能なシステムとはなっているのでしょうか。これは、今回の西日本豪雨でも、こ

ういった対処ができたところは断水を免れているということからお尋ねをいたします。 

 もう一点です。浄水場からつながる各地の受水場、また配水場の水害対策については万全

でしょうか。冠水による電気系統のトラブル対応等、水害に対する備え、復旧マニュアルは

できているのか、お尋ねいたします。 

 それから、火災対応についてお尋ねいたしますが、再質問ですが、今回、赤水が発生した

お宅では、火災当日からお風呂にも入れず、飲み水にも困って、ご近所にもらい水をされて、

翌日も濁り水は続いたとのことでした。 

 企業団に直接連絡をされてからの対策は、大変迅速でよかったということですが、トラブ

ルが生じてからの対応では遅いのではないかと考えます。今回の火災によって、赤水の発生

した周辺住宅は１件だけだったでしょうか。火災発生時に消防署員から水のトラブルがある

かもしれないので、何かあったら、企業団のほうへ連絡をしてくださいといったようなお知

らせがあったらよかったのではないかと考えますが、そのような連携はされていないのでし

ょうか。また、企業団側としては、このように火災が起こった場合、広報車を出すなどの対

応はできないのかお尋ねいたします。 

○議長（佐野尚人議員） 島村議員の再質問に対する答弁者、相羽工務部長。 

○工務部長（相羽 毅君） 工務部長の相羽でございます。 

 １項目めで再質問のありました、兼山取水口、岩倉取水口に土砂等が流入することがない

ような万全の対策がとられているかについて及び浄水場３カ所のうち、１つの浄水場が使用

不能になった際に、別の浄水場からの送水可能なシステムになっているかについて、愛知県

企業庁に問い合わせをいたしました。 

 そのお答えといたしましては、１点目の取水口に土砂が流入するおそれが生じた場合は、
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取水ゲートを閉じ、取水停止とするため、トンネル部や幹線水路部に土砂が堆積することは

ありません。 

 なお、さきの質問でお答えしたように、両取水口とも土石流が発生する場所ではないと考

えておるということでございます。 

 ２点目につきまして、各浄水場は、他の浄水場と水道管でつながっており、応援可能な体

制となっております。また、各供給点での給水量を増やすことも可能であるということでご

ざいました。 

 次に、３点目の企業団の各地の受水場、配水場の水害対策と水害に対する備えについてで

ございますが、各市町の洪水ハザードマップや過去の事例から、豊明市内の大脇受水場周辺

が洪水浸水想定区域で浸水の可能性があり、万一冠水した場合でも、電気系統のトラブル等、

被害に遭わないよう、電気設備をかさ上げして設置するなど対策を講じております。 

 また、ほかの受水場、配水場につきましては、洪水浸水想定区域に該当はしておりません

が、同様に電気設備等が冠水して、被害に遭わないよう設置されております。 

 次に、復旧マニュアルができているかについてでございますが、万一水害が発生した場合

には、本企業団の施設故障・停電対応マニュアルにより対応することとなります。 

 引き続きまして、２項目めで再質問していただいた点につきましてですが、今回の火災に

より赤水が発生し、住民の方から企業団に問い合わせ等、連絡をいただいたのは、火災発生

当日１件と翌日２件の合計３件ありました。 

 消防との連携につきましては、先ほどお答えしたとおり、消防から企業団に対し、消火栓

使用の通報をしていただいておりますが、火災現場という混乱した中での対応となりますの

で、消防によります周辺の方への濁り水発生のお知らせは困難ではないかと思われます。ま

た、企業団として、広報車を出してお知らせすることについては、濁り水による影響範囲の

予測が難しく、影響のない地区の住民の方にかえって混乱を与えることにもなりかねません

ので、今後とも、状況に応じてできるだけ迅速に対応してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野尚人議員） これにて、６番、島村きよみ議員の一般質問を終わります。 

 続きまして、１２番、林 みすず議員。 

○１２番（林 みすず議員） １２番、林 みすずです。 

 １番、水道料金のあり方についてお伺いいたします。 

 １、日本水道協会に委託して経営診断を受け、平成３０年から３２年の３年間の水道料金
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を算定した結果、年間で１３億円の値上げ、２２.５７％の料金改定が必要とされました。 

 水道法は、憲法２５条、生存権の保障を具現化するものとして、１９５７年に施行され、

６１年目になります。水道法の第１条には、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護、

育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生

活環境の改善に寄与するとあります。１３億円の値上げ、２２.５７％の料金改定については、

国民がひとしく安全に供給を受けることに反するのではないでしょうか。 

 ２点目、地方公営企業法第３条には、「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮すると

ともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。」

とあります。自治体として責任のない日本水道協会が、資産維持費を確保するためとして、

固定費及び需要家費を基本料金に賦課することの必要性を提起していますが、水道事業に責

任を持つ構成市町はどのように考えておられるのでしょうか。 

 以上です。 

○議長（佐野尚人議員） 林議員の質問に対する答弁者、小島総務部長。 

○総務部長（小島千明君） 総務部長の小島です。 

 ご質問の２点につきまして、お答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の水道料金のあり方についてでございますが、今回の日本水道協会からの２

２.５７％の料金改定のアドバイスにつきましては、水道料金は、単に既存施設の維持管理に

係る原価を賄うだけでなく、耐震化や老朽管路の更新等を行うための資金を企業活動の中で

確保するために資産維持費を計上するべきとの、あくまでも日本水道協会の水道料金算定要

領に基づき試算した場合のシミュレーション結果でありまして、このとおり値上げを行うと

いうものではございません。 

 現行の第１次水道整備計画が満了する平成３２年度までの３年間は、水道料金の改定を行

わずに、確保できる内部留保資金の範囲内で、耐震化や老朽管路の更新などの事業を計画的

に推進していくということでご理解をいただきたいと思います。 

 続きまして、２点目でございます。 

 構成市町等の関係についてでございますが、今回の日本水道協会による料金算定は、経営

基盤の強化という観点から、みずからの事業運営の中で資金を留保するという考え方で資産

維持費という概念を導入し、その一部を基本料金で賦課するといった仕組みのものでござい

ます。 

 なお、水道事業の運営は、地方公営企業法によりまして、独立採算の原則に基づき、水道
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料金などの事業収入をもって充てるとされております。したがって、ご質問の関係市町との

関係でございますが、料金水準につきましては、本企業団の水道事業における適正な原価を

基本に算定をいたしますが、決定に当たりましては、構成市町への適時適切な情報提供を行

いながら進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） 再質問、林議員。 

○１２番（林 みすず議員） 冒頭に申し上げました水道法の第１条ですが、この責任は、本

来、各構成市町が独自に水道事業を運営していれば、水道事業の維持費を全て水道料金に転

嫁するというものでしょうか。自治体の責任として、清浄にして豊富低廉な水の供給――こ

こで言う豊富というのは、水を無駄に使うということではなくて、必要なときに必要なだけ

の水に抑えるという意味なんですが――を図るために、耐震化や老朽管路の更新等を行うた

めの資金は、一般会計から賄うことをしなければならないと思うのですが、認識をお伺いい

たします。 

 また、平成２５年度に料金の値下げを行いましたけれども、経営分析指標もおおむね良好

で、今後も構成市町の人口増加は続くものとしています。そういう中で、大型商業施設等、

大口需要者の井戸切りかえについては随分前から懸念されており、私もさきの定例会の一般

質問で、他市町の料金体系の見直しとか、各大口需要者への働きかけ、先ほどのさとう議員

の質問に対してのご答弁にもありましたけれども、県の補助金の増額、県水の仕入れ値の引

き下げについて、質問の中で提案をさせていただきました。７月２０日に発表されました厚

生労働省の国民生活基礎調査では、住民の生活が依然として厳しいが５６％に上るとの集計

結果が出ています。各自治体では、国保も介護保険料も上がりました、来年には消費税を１

０％にするとなっています。水の問題は命に直結します。 

 この企業団には、企業長をはじめ副企業長に構成市町のトップの方が執行部にいらっしゃ

るわけですから、３月に日本水道協会の報告を受けて、どのように知恵を出されて話し合わ

れてきたのかお伺いいたします。 

 平成３２年度までは値上げをせず、検討していくとのことです。先ほどさとう議員の質問

に対して、適時適切な情報提供を行っていただくというご答弁でしたけれども、利用者であ

る市民、町民に対しても、ホームページなどを活用して情報提供をお願いしたいと思います

が、その点はいかがでしょうか。 

○議長（佐野尚人議員） 林議員の再質問に対する答弁者、小島総務部長。 
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○総務部長（小島千明君） 総務部長の小島です。 

 再質問についてお答えさせていただきます。 

 ３点ほどありましたけれども、まず１点目でございますが、議員のご指摘のとおり、経営

母体が市町村単独や、また企業団経営に限らず、水道事業者の使命といたしましては、水道

法第１条にありますように、水道施設の計画的な整備はもちろん行うべきでございます。し

かし、その財源である水道料金は、同じく水道法、また地方公営企業法によりまして、公正

妥当な適正な原価を基礎としながら、健全な運営の確保ができるものでなければならないと

されております。 

 したがいまして、将来にわたって安全、安心な水道水を安定的に供給するための必要な費

用は、経営母体が市町や企業団に限らず、受益者の方々に全額ご負担いただくものと認識を

しております。 

 次に、２点目の日本水道協会の今回の報告についての検討でございますけれども、先ほど

お答えさせていただきましたように、今回の報告につきましては、水道料金の原価に、資本

維持費という概念を導入するかどうかでございますので、今回の試算では、大口需要者の動

向を踏まえた新たな料金体系というのにつきましては、全く検討のほうは行っておりません。 

 ３点目になりますが、最後に検討過程の公表についてでございますが、平成３２年度まで

は、現行の料金体制で確保できる資金で事業を実施してまいりますので、先ほどの経営診断

での事業計画をもとに、直近の事業環境を踏まえた各年度の予算編成において公表している

ものと考えております。 

 また、先ほどさとう議員のご質問の中でお答えさせていただきましたが、今後、水道料金

の引き上げが必要となった場合には、水道料金審議会が設置され、審議されることとなりま

すので、その場合につきましては、適時適切な情報提供に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） これにて、１２番、林 みすず議員の一般質問を終わります。 

 続きまして、１番、富永秀一議員。 

○１番（富永秀一議員） １番、豊明市の富永秀一です。 

 議長より質問の機会をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 先月末から今月８日ごろにかけて発生しました西日本豪雨は、亡くなった方がおよそ２２

０名、住宅への被害が４万棟を超えるという大きな災害となりました。亡くなった方、ご遺
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族にお悔やみ申し上げ、被災された方々にお見舞い申し上げるとともに、一日も早く日常を

取り戻せるようお祈りいたします。 

 しかし、なかなか日常生活に戻れず、避難所生活を強いられている方もまだまだ多いので

すが、その原因の１つが断水です。最大で２６万戸とも２７万戸とも言われております。現

在でもおよそ１万戸に水が通っておりません。断水被害が長引いているのは、先ほどの島村

議員の指摘された浸水被害もありますし、浄水場が土砂に埋まって、放棄せざるを得なくな

るといったケースもあり、水道施設が被災したというケースがかなり発生したからです。 

 そこで、当企業団管内の水道施設が土砂災害に巻き込まれるおそれはないのか。愛知県が

公開している土砂災害情報マップで調べてみたところ、水源や配水場、加圧所といった水道

施設が急傾斜地崩壊危険箇所などに指定されている場所にあったり、近接地が指定されてい

るところがありました。 

 主なところとして、５カ所について伺います。 

 まず、ちょっと小さくて申しわけないですが、図１、これが豊明市にあります沓掛配水場

です。このオレンジ色のところなんですが、これが急傾斜地崩壊危険箇所というところに指

定されているところです。まさに施設がその中に入っているということになります。これは

どういうところかといいますと、水平面に対して角度が３０度以上の傾斜地で、斜面の高さ

が５メートル以上あって、斜面の上部か下部に人家があるというところになります。これを

下の住宅街のほうから見ると、こういった状況になっているということです。 

 それと、２カ所目ですが、みよし市の福谷水源です。これが、この図でいいますと、この

あたりが水源になります。そのすぐ近くにオレンジ色の急傾斜地崩壊箇所があるということ

です。こんな様子になります。この水源の奥のほうが指定されている地域だということにな

ります。 

 それから、続いて、３カ所目ですが、東郷町の東郷配水場です。これは、このすぐ下のと

ころがオレンジ色になっております。急傾斜地崩壊危険箇所となっております。この写真で

いいますと、このタンクの奥のほう、左側になります。やぶの奥のほうが急傾斜地に、すぐ

下のところが指定されているということになります。 

 続いて、日進市の竹ノ山加圧場と配水場ですが、このあたりになるんですけれども、その

すぐ近くのところが、今度は黄色いものが表示されていますが、この黄色いものが土砂災害

警戒区域ということで、土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずる

おそれがあると認められている土地の区域で、警戒避難体制を特に整備すべき土地となって
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います。さらに、その中に、ちょっと小さ過ぎて見えないかもしれませんが、赤く示されて

いるところがありまして、そこは、さらに特別警戒地域ということになりまして、警戒区域

のうち、土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危

害が生ずるおそれがあると認められる土地となっています。それ以外も広くオレンジ色に示

されております急傾斜地崩壊危険箇所となっております。 

 これ、写真でいいますと、ここが水道施設なわけですが、電柱の奥のあたりが特別に指定

されている警戒区域ということになります。 

 最後に、日進市の御岳山低区配水場ですが、ここに配水場がありまして、そのすぐ近くの

ところが、やはり赤であったり黄色であったりオレンジ色で示されているということで、警

戒区域であったり急傾斜地崩壊危険箇所になっているということになります。この写真でい

いますと、この水道施設の下り坂になっているのですが、この坂道の半分以降が指定されて

いる地域ということになります。 

 こうした場所にある水道施設について、どのように認識をされておりますか。また、豪雨

への十分な対策がとられているのか伺いたいと思います。 

○議長（佐野尚人議員） 富永議員の質問に対する答弁者、相羽工務部長。 

○工務部長（相羽 毅君） 工務部長の相羽でございます。よろしくお願いいたします。 

 ご質問のありました急傾斜地崩壊危険箇所等にある企業団水道施設の豪雨への対策につい

てでございますが、企業団水道施設において、今回、西日本豪雨のような豪雨による土砂災

害を想定した対策は講じておりませんが、愛知県内における土砂災害等、危険がある箇所を

県民に周知するため、先ほど議員がご紹介されました、愛知県が土砂災害情報マップという

ものを公表し、作成しております。 

 この情報マップは、当初、机上により作成したもので、その後、現地の状況等基礎調査を

行い、危険箇所等の見直しがされております。それによりますと、被災する可能性があると

される５施設について確認をしましたところ、沓掛配水場、福谷水源、東郷配水場、御岳山

低区配水場は、隣接する場所が急傾斜地崩壊危険箇所に該当しておりましたが、基礎調査等

により見直しがされ、いずれの施設も危険箇所としては要件除外とされております。 

 また、竹ノ山配水場は、隣接する南東側が土砂災害警戒区域の指定を受けておりますが、

配水場とは反対側の斜面であり、配水場には影響がないものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） 再質問、富永議員。 
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○１番（富永秀一議員） 今のお話だと、一応指定はしたけれども、調査をした結果は除外さ

れたということですので、そうすると、４カ所については、差し当たっての危険性はそれほ

ど高くないという認識ということでした。ただ、要件として、傾斜であったりといった面で

見ると、可能性もあるということで一度指定されたということになりますので、そうすると、

例えば沓掛の配水場などは、すぐ下に人家が広がっておりますし、あそこがもし土砂が崩れ

るようなことがあると大きな被害が心配されるわけですが、実際、現地を見てみますと、こ

のようにほぼ芝生になっているわけなんですね。そうすると、水が浸透しやすいということ

になります。一般的に言うと、できるだけ水は浸透させたほうが、川への流入の時間をおく

らせることができて、洪水対策としては有効なわけですが、こういった傾斜地などについて

いいますと、水をあまり浸透させないほうが、速やかに排水をしたほうが土砂が緩んでくる

というようなことも防げるということが考えられるわけですが、今のような水が浸透しやす

い土地を、少し水が浸透しにくいような対策をしていくということは考えておられないでし

ょうか。また、これは全体的に言えることですけれども、今回の豪雨では、３日間で５００

ミリ、場合によっては１,０００ミリ以上といった想定を大きく超えるような雨が広い範囲で

襲ってきたということになります。これだけの雨に襲われますと、どこであっても災害が起

きる可能性は高まると思いますが、そう考えますと、豪雨対策というのはもちろんできるこ

とをやっていただきたいわけですが、これだけやれば絶対大丈夫という対策もないのではな

いかというふうに思います。 

 そうしますと、万が一の場合の危険性について、自治体が認識していることが重要になる

と思われます。まだ、一応調査をした上でも、まだ竹の山については、やはり危険であると

いうことでもありますし、そういった被害が及ぶ可能性がある地域については、自治体がし

っかりしておくことによって、例えば避難の勧告であったり指示を出す場合にも参考になる

と思われますけれども、そういった自治体との情報共有というものはしっかり考えておられ

るかどうか伺います。 

○議長（佐野尚人議員） 富永議員の再質問に対する答弁者、相羽工務部長。 

○工務部長（相羽 毅君） 工務部長の相羽でございます。 

 再質問のありました件でございますが、被害に遭わないための今後の対策についてでござ

いますが、企業団単独でできるものについては対策を講じていくつもりでおりますけれども、

やはり企業団単独で対策を講じるということは困難ではございますので、愛知県ですとか各

市町との情報共有をしながら、研究してまいりたいというふうに考えております。 
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 以上です。 

○議長（佐野尚人議員） 以上をもちまして、一般質問を終結いたします。 

                                         

  ◎議員派遣について 

○議長（佐野尚人議員） 日程第６、議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 議員派遣については、愛知中部水道企業団議会会議規則第８５条の規定により、事前に配

付いたしました資料のとおり実施したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐野尚人議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣については、配付資料のとおり実施することに決定いたしました。 

                                         

  ◎議案第３号の上程、説明、報告、質疑、討論、採決 

○議長（佐野尚人議員） 日程第７、議案第３号 平成２９年度愛知中部水道企業団会計利益

処分及び決算の認定についてを議題といたします。 

 提案者より、提案理由の説明を求めます。 

 野々山局長。 

○局長（野々山 寛君） 局長の野々山でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案第３号 平成２９年度愛知中部水道企業団会計利益処分及び決算の認定についてご説

明をいたします。 

 お手元の平成２９年度決算書をご確認いただきたいと思います。 

 １枚はねていただきまして、議案の本文を朗読させていただきます。 

 平成２９年度愛知中部水道企業団会計に生じた利益は、地方公営企業法第３２条第２項の

規定により処分し、平成２９年度愛知中部水道企業団会計決算を同法第３０条第４項の規定

により、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。 

 平成３０年７月２６日提出。 

 ２ページ、３ページをごらんいただきたいと思います。 

 平成２９年度愛知中部水道企業団会計決算報告書でございます。 

 予算の執行状況で、消費税込みの額となっております。 

 初めに、（１）の収益的収入及び支出のうち、収入でございます。 
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 第１款水道事業収益は、予算額７３億５,８６５万６,０００円に対しまして、決算額は７

４億７８７万８,４３６円で、主に水道料金収入で、全体で４,９２２万２,４３６円の増とな

りました。 

 次に、支出でございます。 

 第１款水道事業費用は、予算額６３億５,０１２万８,０００円に対しまして、決算額６１

億８,４９４万３,８２０円で、第１項の営業費用の主な費用は、県営水道の受水費、減価償

却費、維持修繕費、職員給与費などでございます。 

 また、第２項営業外費用は、主に借入企業債の支払い利息と消費税納付額でございます。 

 なお、不用額といたしましては、全体で１億６,５１８万４,１８０円を生じました。 

 次に、４ページ、５ページをお願いいたします。 

 （２）資本的収入及び支出のうち、収入でございます。 

 第１款資本的収入は、繰越額に係る財源充当額を含めた予算額１０億１,５２６万３,３６

０円に対しまして、決算額は７億５,６９０万１,４８８円で、主に第１項の県補助金、第２

項の工事負担金などで、予算に比べ、全体で２億５,８３６万１,８７２円の減となっており

ます。 

 次に、支出でございます。 

 第１款資本的支出は、繰越額を含めた予算額３４億７,５０３万３００円で、主に第１項建

設改良費で行いました第１次水道施設整備計画に基づく耐震化事業や老朽管更新事業、第２

項企業債償還金などで、建設改良費において翌年度への繰越額が３億８,３３５万７,７０７

円でございますので、支払い全体でこれを差し引いた２億９,１０２万３,８３０円が不用額

となりました。 

 また、欄外の記述は、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する部分の補てん説明でご

ざいます。括弧書きの建設改良費のうち、賞与引当金取崩額１,７９７万３,０００円及び法

定福利費引当金取崩額３３０万９,０００円を財源とする２,１２８万２,０００円並びに投資

１億円を除いた資本的収支の不足額１９億２,２４６万５,２７５円は、減債積立金５,４００

万円、建設改良積立金１０億１,０００万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額１億８０２万５,１００円及び過年度分損益勘定留保資金７億５,０４４万１７５円で補て

んし、投資１億円は退職給付引当金見合いの資金１億円で補てんをいたしました。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 こちらは平成２９年度損益計算書で、消費税抜きとなっております。 
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 １の営業収益は、主に水道料金収入であります給水収益で、２の営業費用は、主に（１）

の原水及び浄水費に含まれております県水受水費、同じく（１）の原水及び浄水費から

（３）の総係費に含まれております維持修繕費、職員給与費、委託料などや、（６）の減価

償却費で、これらに３の営業外収益と４の営業外費用を差し引いた経常利益は１１億３７８

万６,１４６円となり、これに５の特別利益８５２万３,７５４円を加えた当年度純利益は１

１億１,２３０万９,９００円となりました。また、前年度繰越利益剰余金２億３,０７７万６,

７７７円と、平成２９年度に使用した減債積立金及び建設改良積立金の取り崩しにより生じ

たその他未処分利益剰余金変動額１０億６,４００万円を合わせました当年度未処分利益剰余

金は、２４億７０８万６,６７７円となっております。 

 次に、８ページ、９ページは、剰余金計算書でございます。 

 表の上から７行目の処分後残高欄、ここでは、平成２８年度までの資本金と剰余金の状況

で、８行目の当年度変動額の欄が平成２９年度の増減状況を示しております。 

 表の右から３列目の下から４行目の減債積立金の取り崩し額５,４００万円、その下の行の

建設改良積立金の取り崩し額１０億１,０００万円並びにその下の行の当年度純利益は１１億

１,２３０万９,９００円を合わせた、３行上になりますけれども、当年度変動額２１億７,６

３０万９,９００円が本年度の増加額として計上されております。 

 なお、表の一番下の行にあります資本金をはじめとした各項目の当年度末残高のそれぞれ

の額は、１３ページにあります貸借対照表の資本の部の各項目の額と同じでございます。 

 次に、１０ページは、平成２９年度剰余金処分計算書（案）でございます。 

 表の１行目、一番右列にあります未処分利益剰余金の当年度末残高２４億７０８万６,６７

７円を、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決をいただきまして、上か

ら３行目の減債積立金に１,３００万円、今後の施設整備更新事業等の財源として、その下の

行の建設改良積立金に２億４,６００万円をそれぞれ積み立てし、平成２９年度に使用した減

債積立金、建設改良積立金の取り崩しにより生じた、次の行にあります１９億１,６０７万４,

１８２円を資本金へ組み入れし、残額２億３,２０１万２,４９５円を繰越利益剰余金とする

ものでございます。 

 次に、１１ページから１３ページは、貸借対照表でございます。 

 平成３０年３月３１日現在における企業団が保有する固定資産、流動資産を合わせた資産

合計と、その取得の源泉となります負債・資本合計は、それぞれ同額の５２８億７,８９４万

５,０７９円となっております。 
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 １４ページ、１５ページは、決算書類の作成に当たり採用した会計処理の基準及び手続を

示した注記表となっております。 

 １７ページ以降は、決算附属書類、財務諸表附属書類でございます。 

 以上で、平成２９年度愛知中部水道企業団会計利益処分及び決算の認定についての説明と

させていただきます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（佐野尚人議員） 説明は終わりました。 

 続いて、議案第３号に対して、代表監査委員より、決算審査の報告及び経営健全化審査の

報告を求めます。 

 都築良直代表監査委員。 

○代表監査委員（都築良直君） 監査委員の都築でございます。 

 議長よりご指名がございましたので、監査委員を代表いたしまして、平成２９年度決算審

査の結果についてご報告申し上げます。 

 平成２９年度愛知中部水道企業団会計決算につきましては、企業長から提出されました決

算報告書及び財務諸表に基づき、去る６月２５日、水谷監査委員とともに審査を実施いたし

ました。 

 審査に当たりましては、提出のありました決算報告書及び財務諸表が水道事業の財政状態

及び経営成績を明瞭かつ適正に表示されているか否かを検証することに留意して、関係職員

の説明を求め、決算計数の正確性、予算の執行状況の適否等について審査をいたしました。 

 その結果について申し上げますと、決算報告書及び財務諸表は、地方公営企業法及びその

他の関連法令に準拠して作成されており、計数は正確であり、水道事業の財政状態及び経営

成績は適正に表示されているものと認められました。 

 平成２９年度本企業団会計決算に係る審査内容の詳細につきましては、決算審査意見書に

まとめ、企業長に提出し、皆様にも事前に配付されておりますので、ご精読をいただきたい

と思います。 

 この場におきまして、本企業団水道事業会計の現状と監査委員としての意見を若干申し述

べ、報告とさせていただきます。 

 平成２９年度本企業団会計決算において経営成績は、収入面においては、給水人口の増加

や、１人１日当たりの使用水量が増加したことにより、前年度に比べ給水収益が増加してお

りますが、支出面においては、減価償却費の増加などの費用全般が増加したことにより、前

年度を若干下回ったものの、１１億１,２３０万９,９００円の当年度純利益を計上しており、
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おおむね良好な結果となっております。 

 次に、財政状態について申し上げますと、本年度の投資活動の結果、正味運転資本が前年

度と比べ約２億１３１万円増加し、資本的収支不足額は損益勘定留保資金等で全額賄われて

おり、経営分析の財務比率においても良好な数値を示していることから、現時点では財政状

態は安定しているものと言えますが、水道施設の耐震化や老朽化した配水施設の更新などを

計画的に推進していくために策定されました第１次水道施設整備計画を着実に実施していく

には多額の資金が必要となります。このため、今後の水道事業運営に際しては、さらに徹底

した経費の節減と効率的な事務事業の運営を行い、財政基盤の強化を図り、将来にわたる健

全経営と施設整備の効果的な推進の両立が望まれるところであります。 

 水道は、人々の暮らしを支える最も重要なライフラインであり、今後も、災害に強い、信

頼される水道の実現と地域住民の福祉の向上のため、いつでもどこでも安定した供給できる

水道を確保するとともに、企業性の発揮が図られるよう望みます。 

 また、水源環境保全事業の推進を図る目的で水道水源環境保全基金を積み立てていますが、

その基金を活用した「水源の森」森林整備協定に基づく造林事業は、国や長野県の補助制度

改正等により、当初の計画どおりの面積が確保されていませんが、おおむね順調に行われて

おります。今後においても、基金の目的に従って、確実かつ効率的に活用されることを望み、

決算審査の報告といたします。 

 続きまして、平成２９年度水道事業会計経営健全化審査についてご報告申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき、企業長から提

出されました平成２９年度の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が

適正に行われているか否かを主眼に審査をいたしました。 

 その結果について申し上げますと、いずれも適正に行われており、健全な経営状態にある

ことを認めましたので、報告いたします。 

 審査の内容につきましては、経営健全化審査意見書にまとめ、企業長に提出し、皆様にも

事前に配付されておりますので、ご精読をいただきたいと思います。 

 以上をもちまして、監査委員を代表いたしまして、決算審査及び経営健全化審査の報告と

させていただきます。 

 以上です。 

○議長（佐野尚人議員） ご苦労さまでした。 

 これより質疑に入ります。 
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 議案第３号について質疑の通告がありますので、通告順に発言を許します。 

 １番、富永秀一議員。 

○１番（富永秀一議員） １番、豊明市の富永秀一です。 

 それでは、議長より質問の機会をいただきましたので、議案第３号 平成２９年度愛知中

部水道企業団会計利益処分及び決算の認定についてに関する議案質疑をさせていただきます。 

 やや細かい確認になりますが、工事請負契約金額と比べて、工事費が１０％以上上昇して

いる３件について、金額が上昇した理由を伺います。 

 １点目は、決算書でいいますと２６ページに記載されておりますけれども、２６ページの

下から６段目になります。 

 豊明市沓掛町勅使地内配水管布設替工事ですが、これは契約金額が１,０２６万円となって

います。それに対して、２０ページの５段目を見ますと、工事費は１,１４３万７,２００円

ということで、率で言うと１１.５％、金額にして１１７万７,２００円増えています。 

 ２点目は、決算書の２７ページの上から６段目、東山南部小線配水管布設替工事その１は、

契約金額が３,５８５万６,０００円であるのに対して、２０ページの下から３段目を見ます

と、工事費は４,０２６万２,４００円ということで、率で１２.３％、金額で４４０万６,４

００円増えています。 

 ３点目は、決算書の２７ページの下から３段目、みよし市莇生町郷浦他地内配水管布設替

工事は、契約金額１,７４９万６,０００円に対して、２１ページの９段目を見ますと、工事

費は２,０２５万円ということで、率で１５.７％、金額にして２７５万４,０００円増えてお

ります。 

 以上、３件の工事費上昇の理由を伺います。 

○議長（佐野尚人議員） 富永議員の質疑に対する答弁者、相羽工務部長。 

○工務部長（相羽 毅君） 工務部長の相羽です。よろしくお願いいたします。 

 ご質問のありました工事請負契約金額と比べ、工事費が大きく上昇している工事３件の理

由について、順番にお答えをいたします。 

 １つ目の豊明市沓掛町勅使地内配水管布設替工事Ｈ２９におけます１１７万７,２００円の

主な増額変更理由は、道路の舗装復旧範囲について、施工前に道路管理者との立ち会い指示

により増変更したため約５７万円、排水構造物、こちらは雨水管になるんですが、雨水管と

の位置関係により配管変更の必要が生じたため約３４万円、水道メータまでの給水装置につ

いて、掘削により管の状況を確認しましたところ、漏水を未然防止するため、改良工事追加
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の必要が生じたことにより約２７万円の増額となりました。 

 ２つ目の東山南部小線配水管布設替工事その１（県補）Ｈ２９におけます４４０万６,４０

０円の主な変更増額理由は、撤去予定の水道管が蛇行して埋設されておりまして、新しい水

道管の掘削断面内で撤去ができなかった水道管を改めて掘削を行い撤去したため約３９３万

円、また、それに伴って、新たに地籍基準点の一時撤去及び復元が必要になったことにより

約４３万円の増額となりました。 

 ３つ目のみよし市莇生町郷浦他地内配水管布設替工事Ｈ２９におけます２７５万４,０００

円の主な変更増額理由は、地元企業など関係者との調整により、夜間で施工しなければなら

ない範囲が拡大したため約１１６万円、県道の横断工事について、車両の通行を確保するた

め、工法の見直しをしたことにより約８７万円、そのほか、地下埋設物の位置関係による配

管変更、ガス管理者からの指示による管路位置調査工事の追加、道路管理者からの道路舗装

復旧範囲の指示による増施工等により、合わせて約７２万円の増額となりました。 

 以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） 再質疑、富永議員。 

○１番（富永秀一議員） 主に２点目のほうですけれども、実際に掘ってみると管が蛇行して

いたということで、予定していたところよりもさらに広く掘らなければいけなくなったとい

うふうに聞き取ったわけですが、こういった配管がどのようにされているかというのは、例

えば図面などで事前にわかっているものだというふうに認識していたんですが、そうではな

く、掘ってみなければわからないということなんでしょうか。図面を確認していれば、あら

かじめこれだけ掘らなければいけないということはわかっていたのではないかと思われます

が、どのような状況なんでしょうか。 

○議長（佐野尚人議員） 富永議員の再質疑に対する答弁者、相羽工務部長。 

○工務部長（相羽 毅君） 工務部長の相羽でございますが、議員ご指摘のとおり、図面等で

確認をしておりますけれども、古い管路図につきましては図面等が残っておりませんので、

その後、道路の改良等、道路の形態が変わったことによりまして、当時と今回布設する部分

と位置が変わってしまったということが主な原因でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） これにて、１番、富永秀一議員の質疑を終わります。 

 続きまして、１２番、林 みすず議員。 

○１２番（林 みすず議員） 議案第３号 平成２９年度愛知中部水道企業団会計利益処分及
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び決算の認定について、３点お伺いいたします。 

 １点目、平成２９年度決算審査意見書から、１つ目、決算報告書について、資本的収入額

が資本的支出額に不足する額１９億２,２４６万５,２７５円とありますが、当初計画から見

て何が要因となっているのかお伺いいたします。 

 ２点目に、損益計算書について、損益収支比較では、総収益の前年度対比１０１.２％に対

して、総費用の前年度対比１０１.６％となっていますが、議会及び監査費が４３.１％増と

なった要因は何でしょうか。 

 ２つ目に、決算説明資料についてお伺いいたします。 

 お客様との連携（コミュニケーション）の促進の３、お客様の声を直接的に聴取するため、

構成市町で開催されるイベントに出展とありますが、どのような声が寄せられたのかお伺い

いたします。 

 ３点目に、水道サービス協会経営状況報告書についてお伺いいたします。 

 屋内漏水調査の相談業務１,１９０件、水量増加２４件とありますが、減免措置件数は何件

ありましたでしょうか。 

 以上です。お願いいたします。 

○議長（佐野尚人議員） 林議員の質疑に対する答弁者、小島総務部長。 

○総務部長（小島千明君） 総務部長の小島です。 

 ３点ご質問のうち、１点目と２点目についてお答えをさせていただきます。 

 １項目めの１点目の当初計画から見て、資本的支出が不足する額の増減要因でございます

が、当初計画では、資本的収入が資本的支出額に不足する額が２１億４,６３６万８,０００

円でございましたが、県補助金を増額補正したことによる収入の増ですとか、また、工事請

負費など支出の部分が入札残ですとか、また翌年度への繰り越しなどによりまして、当初計

画どおりの執行とならなかったことが原因で、平成２９年度の決算の不足額が１９億２,２４

６万５,２７５円となったものでございます。 

 では、２項目めでございます。構成市町でのイベントでのお客様の声についてお答えさせ

ていただきます。 

 構成市町が開催いたしますイベントへは平成１７年度から参加をしておりまして、毎年、

お客様にアンケートを行っており、平成２９年度では約２,３００件の回答をいただいており

ます。アンケートの調査内容につきましては、森林整備活動や水道水源環境保全基金の認知

度ですとか、またご家庭での水の飲み方など、また災害時の家庭での飲み水の対策、そのほ
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か、水道水に期待することなど、本企業団事業全般に係るものとなっております。 

 また、アンケートに合わせて、お客様からいただきましたご意見といたしましては、水道

水がおいしいですとか、水道水が安心して飲めるといった声や、一方では、水の安定供給、

災害時の給水体制確保など、水道事業へのご要望の声や本企業団活動のＰＲの充実といった

さまざまな声をいただいており、今後の事業運営の参考とさせていただいているところでご

ざいます。 

 なお、今年度におきましては、アンケート結果につきまして、年４回発行しております本

企業団の広報誌『ふれっしゅ水道』の表紙に特集を組んで、お客様に結果を公表していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） 高津営業部長。 

○営業部長（高津桂一君） 営業部長の高津でございます。よろしくお願いいたします。 

 私からは、３項目めの減免措置件数は何件かについてお答えさせていただきます。 

 お客様ご自身、民間事業者、または一般財団法人愛知中部水道企業団水道サービス協会な

どへ漏水調査業務を依頼し、その後、漏水場所が特定され、また修理完了後、お客様からの

申請に基づき、漏水していたと思われる水道の一部について、水道料金の減免をする制度に

より、平成２９年度、合計１,７２８件を処理しております。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） 小島総務部長。 

○総務部長（小島千明君） 総務部長、小島です。 

 済みません、先ほどの１項目めで答弁漏れがございましたので、再度、ご答弁させていた

だきます。 

 １項目めの２点目の損益計算書のところの議会及び監査費の増要因でございますが、主な

ものといたしましては旅費の増でございます。議会運営委員会の視察研修を平成２９年度に

実施したことによるものでございます。この議会運営委員会の視察研修は、議会運営を円滑

に実施する目的で、議会議員の改選のある年――隔年でございますが――ごとに実施するも

のでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） 再質疑、林議員。 

○１２番（林 みすず議員） まず、１点目ですが、平成２９年度の県補助金は、重要給水施
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設配水管事業に係るもので、この間、連続して減額されていることから、要望額の６６％の

予算を組んだところ、７４％で交付されたことから増額をしたものだと思われます。想定し

ていたよりも多かったのですが、先ほどの一般質問では、基準が厳しいとのご答弁もありま

した。重要給水施設でもあり、県への増額要望をどのようにされてきたのか、また今後の見

込みはどうなのか、お伺いしたいと思います。 

 ２点目に、水源環境保全基金は、住民の皆さんの水道料金から使用量１立米当たり１円を

積み立てて、水源地域の森林保護、育成など水道水源環境保全事業に充てているものですが、

認知度は低いんじゃないかなと思います。今議会に当たって、１０人の市民の方にお聞きし

ましたら、８人がご存じなかったです。アンケートの結果は、『ふれっしゅ水道』に掲載さ

れていますが、アンケート結果を踏まえて、今後どのようにＰＲを推進していかれるのかお

伺いいたします。 

 ３点目に、減免制度は、お客様からの申請があれば、漏水していたと思われる水量の一部

について水道料金を減免するとなっています。高齢単身者などは申請制度そのものの認識が

おありでない方もいらっしゃいますが、制度の周知はどのように行われたのかお伺いいたし

ます。 

○議長（佐野尚人議員） 林議員の再質疑に対する答弁者、小島総務部長。 

○総務部長（小島千明君） 再質問についてお答えをさせていただきます。 

 まず、再質問１点目の県補助金の増額要望についてでございますが、県への増額要望につ

きましては、毎年度、補助金の申請の折に、愛知県に対して、補助金を満額交付していただ

けるよう要望は必ずしておるところでございます。 

 県補助金につきましては、国からの県交付金をそのまま県が県補助金として交付するとい

う現状でございますので、平成２９年度の補助金の増額補正は、増額要望に伴うものではな

く、国からの交付決定に基づき行われたものでございます。 

 また、今後の見込みでございますが、平成３０年度の県補助金につきましては、愛知県の

ほうから、要望額に対し、今のところ満額交付という内示通知をいただいているところでご

ざいます。 

 次に、２点目のアンケートを踏まえたＰＲの推進についてでございますが、森林整備活動

及び水道水源環境保全基金の認知度につきましては、平成２９年度のアンケートの集計結果

にはなりますが、森林整備活動が５３.１％知っているというような結果でございました。ま

た、水道水源環境保全基金が３１.９％という結果でございました。 
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 なお、構成市町のイベントの折には、毎年、水道水源環境保全基金の趣旨を伝えるために、

１トン１円を使ったゲームですとか、また広告パネル等を並べまして周知を図っております。

少しずつではございますが、認知度は上がっていると考えております。 

 また、今年度の広報誌１０月号の表紙に、水道水源環境保全基金をテーマとし、より一層

のお客様への周知をと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） 高津営業部長。 

○営業部長（高津桂一君） 営業部長の高津です。 

 私のほうからは、再質問の３点目、制度の周知はどのように行われたのかについてお答え

させていただきます。 

 定例検針時に使用水量の増加等、屋内漏水の疑いがある場合、直接お客様に対し、漏水箇

所の調査と修理、それから、水道料金の一部減免についてご説明をさせていただいておりま

す。 

 また、お客様不在の際には、同様のチラシを投函しており、その後、またお客様からの屋

内漏水の問い合わせがあった場合にも、屋内漏水の早期発見、修理のお願いとあわせ、減免

制度について積極的な周知を行っております。 

 さらに、企業団のホームページへも、屋内漏水による料金の減免についてを掲載しており、

お客様へ周知を行っておりますので、ご了承ください。 

 以上でございます。 

○議長（佐野尚人議員） これにて、１２番、林 みすず議員の質疑を終わります。 

 以上をもちまして、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 本案に対する反対討論の発言を許します。ございませんか。 

          〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐野尚人議員） 次に、賛成討論の発言を許します。ございませんか。 

          〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐野尚人議員） ないようですから、これをもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

          〔賛成者起立〕 
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○議長（佐野尚人議員） 起立全員であります。 

 よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 ここでお諮りをいたします。 

 本会議において議決されました事項については、会議規則第３９条の規定により、その条

項、字句、数字、その他の整理は議長に委任されたいが、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐野尚人議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決しました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

                                         

  ◎企業長あいさつ 

○議長（佐野尚人議員） それでは、企業長よりご挨拶をお願いいたします。 

 小浮正典企業長。 

○企業長（小浮正典君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 本日、上程いたしました議案につきましては、慎重なるご審議を賜り、原案どおりご議決

いただき、まことにありがとうございました。 

 先ほど都築代表監査委員より、本決算につきまして、経営成績は良好で財政状態は安定し

ているとのご意見をいただいたところでございますけれども、今後においても、財政基盤の

強化を図り、将来にわたる健全経営と施設整備の効果的な推進の両立をとの要望もあわせて

いただきました。 

 本企業団の使命は、安全で安心な水道水を安定して供給することであり、この使命を果た

すための取り組みを着実に推進してまいりますので、皆様方の一層のご理解とご協力をお願

い申し上げます。 

 さて、この夏は格別な暑さとなっております。議員各位におかれましては、季節柄何かと

ご多忙とは存じますが、くれぐれもご自愛いただき、一層のご活躍をお祈り申し上げまして、

閉会のご挨拶とさせていただきます。 

 本日はまことにありがとうございました。 

○議長（佐野尚人議員） どうもありがとうございました。 

                                         

  ◎閉会の宣告 
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○議長（佐野尚人議員） 本日は、大変慎重な審議を賜り、ありがとうございました。 

 これをもちまして、平成３０年第２回愛知中部水道企業団議会定例会を閉会いたします。 

（午前 １１時５７分） 
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